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背景

• 現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスと
なっていると感じる事柄がある労働者は59.5％である。

• 過去１年間にメンタルヘルス不調により連続１か月以上
休業、退職した労働者割合はそれぞれ0.4%、0.2%であ
る。

• 多くの妊娠中及び出産後の女性も労働力の一翼を担っ
ている。

• 産科的疾病のみならず、抑うつ等のメンタルヘルス不
調に１割以上の妊婦が罹患する。

• 出産後もメンタルヘルス不調の罹患率は高い。

• 妊娠している女性に対するメンタルヘルス不調を含め
た事業所の対応の実態はよく分かっていない。
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目的

妊娠している女性への対応、メンタルヘルス
不調者の復職、ストレスチェック制度を中心とし
た事業所におけるメンタルヘルス対策の実態を
調査し、事業所でのメンタルヘルス対策の課題
を明らかにすることを目的とする。
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調査方法

平成29年に栃木県内の従業員数が50人以上
であるすべての事業所（2126事業所）に対して
自記式質問紙調査を行った。質問紙には、会
社/事業所の属性、妊娠している女性への対応、
メンタルヘルス不調者の復職、ストレスチェック
制度、従業員の教育に関する質問が含まれた。
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倫理的配慮及び利益相反

• 回答は任意かつ無記名の質問紙調査であり、
独立行政法人労働者健康安全機構の産業
保健調査研究倫理審査委員会の承認を得て
実施した。

• 本調査研究における利益相反はない。
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調査結果

2126事業所のうち、983事業所から回答を得た
（回収率 46.2%）。調査回答に同意した760事業
所の集計・解析を行った（有効回答率 35.7%）。
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１）事業所の属性

製造業,
305(40.1%)

建設業,
18(2.4%)

情報通信業,
9(1.2%)医療福祉,

113(14.9)

金融保険業,
14(1.8%)

卸売小売業,
58(7.6%)

運輸郵便業,
53(7.0%)

サービス業,
97(12.8%)

その他,
84(11.1%)

欠損, 9(1.2%)

図１. 業種
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50～99人,
413(54.3%)

100～299人,
257(33.8%)

300～499人,
48(6.3%)

500～999人,
23(3.0%)

1000人以上,
10(1.3%) 欠損, 9(1.2%)

図２．事業所の従業員数
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0人, 10(1.3%)

1～49人,
481(63.3%)

50～99人,
169(22.2%)

100～299人,
72(9.5%)

300～499人,
12(1.6%)

500～999人,
2(0.3%)

1000人以上,
4(0.5%)

欠損, 10(1.3%)

図３．事業所の女性従業員数
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２）事業所における過去５年間の
妊娠している女性従業員及びその対応

有, 588(77.4%)

無, 169(22.2%)

欠損, 3(0.4%)

図４．妊娠した女性の有無
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有, 12(2.0%)

無, 574(97.6%)

欠損, 2(0.3%)

図５．こころの健康問題をきたした

妊娠中の女性の有無

＊妊娠した女性がいた事業所（N=588）を100.0%とする
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有, 11(1.9%)

無, 571(97.1%)

欠損, 6(1.0%)

図６．こころの健康問題をきたした

出産後１年以内の女性の有無

＊妊娠した女性がいた事業所（N=588）を100.0%とする 12



有, 225(38.3%)

無, 357(60.7%)

欠損, 6(1.0%)

図７．妊娠中の女性に対して

特別な対応を必要とした

事例の発生の有無

＊妊娠した女性がいた事業所（N=588）を100.0%とする 13



図８．対応内容ごとの実施の有無

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする

n (%) n (%) n (%)
実際の仕事内容に関する措置 181 (80.4) 42 (18.7) 2 (0.9)
残業禁止または残業制限 149 (66.2) 75 (33.3) 1 (0.4)

夜勤禁止 132 (58.7) 86 (38.2) 7 (3.1)
休業 125 (55.6) 95 (42.2) 5 (2.2)

勤務時間の短縮 121 (53.8) 103 (45.8) 1 (0.4)
通勤緩和 121 (53.8) 103 (45.8) 1 (0.4)

休憩に関する措置 77 (34.2) 147 (65.3) 1 (0.4)

有 無 欠損
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図９．妊娠中の対応の理由

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする
＊複数回答可
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有（関与あり）,
29(12.9%)

無（関与なし）,
189(84.0%)

無（契約してい

る産業医はい

ない）, 2(0.9%)

欠損, 5(2.2%)

図１０．妊娠中の女性に対する

対応時の産業医の関与の有無

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする
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主治医,
121(53.8%)

産業医,
4(1.8%)

人事, 21(9.3%)

上司,
54(24.0%)

その他,
9(4.0%)

欠損, 16(7.1%)

図１１．妊娠中の女性に対する

対応時に判断が一番重視される人

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする17



有, 129(57.3%)

無, 93(41.3%)

欠損, 3(1.3%)

図１２．妊娠中の女性に対する

対応時の主治医の診断書（または

母性健康管理指導事項連絡カード）

の必要の有無

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする
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内容通り判断す

る, 188(83.6%)

内容を参考にす

る, 28(12.4%)

内容は気にしな

い, 3(1.3%)
欠損, 6(2.7%)

図１３．主治医の診断書の

内容の尊重度

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする
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連絡を取る,
75(33.3%)

連絡を取らな

い, 143(63.6%)

欠損, 7(3.1%)

図１４．主治医の判断に疑問がある

場合に主治医に直接連絡

を取るかどうか

＊妊娠中の女性に対して特別な対応を必要とした事例が発生した事業所（N=225）を100.0%とする20



有, 178(23.4%)

無, 577(75.9%)

欠損, 5(0.7%)

図１５．従業員に対する妊娠/出産に

関する教育を実施する

機会の有無
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考察及び結論
①こころの健康問題をきたした妊娠中または出産後１年以内の女性が
いた事業所やこころの健康問題のために妊娠中の女性に就業上の対
応を行った事業所は極めて少なかった。職場では妊産婦のメンタルヘ
ルス不調が顕在化していない可能性があると考えられる。
②過去5年間に妊娠中の女性に対して就業上の対応を実施していた事
業所は、妊娠した女性がいた事業所の38.3%であった。医学的に就業
上の対応が必要である妊娠中の女性に対して、対応が行われていな
い事例が多くあると考えられた。

③妊娠中の女性への対応時の産業医の関与や判断が重視される人、
診断書の必要性などは様々であった。
④妊娠/出産に関する教育を実施する機会がある事業所は約４分の１
であった。

今後、産業保健総合支援センターでは、妊娠中及び出産後の女性へ
の対応の支援を行う必要がある。
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補足用
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１）こころの健康問題による
休業者の復職

有, 426(56.1%)

無, 318(41.8%)

欠損, 16(2.1%)

図１６．復職の仕組みの有無

有, 328(43.2%)

無, 407(53.6%)

欠損, 25(3.3%)

図１７．復職に際し、試し（リハビリ）

出勤制度の導入の有無

有, 353(46.4%)

無, 381(50.1%)

欠損, 26(3.4%)

図１８．復職に際し、短時間勤務制度の

導入の有無

有（関与あり）,

438(57.6%)無（関与なし）,

257(33.8%)

無（契約している

産業医はいな

い）, 34(4.5%)

欠損, 31(4.1%)

図１９．復職時の産業医の関与

の有無
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主治医,

402(52.9%)
産業医,

140(18.4%)

精神科医,

51(6.7%)

人事, 30(3.9%)

上司, 46(6.1%)

その他,

18(2.4%)

欠損, 73(9.6%)

図２０．復職に際して判断が一番

重視される人

有, 637(83.8%)

無, 97(12.8%)

欠損, 26(3.4%)

図２１．復職に際して復職可能の旨が

記載された主治医の診断書の

必要の有無

出社できれば

良い,

106(13.9%)

通常勤務の

25%程度の

就業が可能,
16(2.1%) 通常勤務の

50%程度の

就業が可能,
157(20.7%)

通常勤務の

75%程度の

就業が可能,
121(15.9%)

通常勤務が

できること,

303(39.9%)

欠損, 57(7.5%)

図２２．復職に際し、最低限

必要な就業内容

有, 366(48.2%)

無, 382(50.3%)

欠損, 12(1.6%)

図２３．過去５年間に事務所にこころの健康問題

によって１か月以上の休業を

必要とした事例の発生の有無
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２）ストレスチェック

有, 713(93.8%)

無, 45(5.9%) 欠損, 2(0.3%)

図２４．平成28年度のストレスチェック

の実施の有無

有, 524(73.5%)

無, 184(25.8%)

欠損, 5(0.7%)

図２５．ストレスチェックの結果から

集団分析の実施の有無

有, 391(54.8%)
無, 305(42.8%)

欠損, 17(2.4%)

図２６．ストレスチェックの結果からストレ

スが高い人に対して医師による

面接指導の実施の有無

＊図２５・２６は平成28年度にストレスチェックを実施した事業所（N=713）を100.0%とする
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３）メンタルヘルスの教育

有, 392(51.6%)
無, 363(47.8%)

欠損, 5(0.7%)

図２７．従業員に対する定期的な

メンタルヘルスの教育の実施の有無

有, 441(58.0%)
無, 314(41.3%)

欠損, 5(0.7%)

図２８．管理職に対する定期的な

メンタルヘルスの教育の実施の有無
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